
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例

不当な差別STOP!

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 電話  044-200-2359 検索川崎市  人権条例

令和2年7月1日
全面施行

川崎市ではあらゆる不当な差別の解消に向けた取組
を推進しています。

差別のない人権を尊重し合う社会を築きましょう！


